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①浜松市の相談支援体制の変遷
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計画相談 介護給付・訓練等給付（障害福祉サービス）を利用時には、サービス等利用支援計画が必須。
サービスの利用調整を含め、生活全般のトータルな支援計画を作成する。（高齢者でいうケアマネ）

※計画相談支援給付⇒正式事業名：指定特定相談支援事業

地域移行支援 精神科病院・救護施設・入所施設等からの地域への移行について支援を行う。

地域定着支援
病院からの退院後等、地域生活が不安定となっている単身生活者の緊急対応のため２４時間の
連絡体制の確保と支援を行う。

※地域相談支援給付⇒正式事業名：指定一般相談支援事業

委託相談
（浜松市障がい者相談支援センター）

市から委託を受け、何でも相談を行う機能。サービス利用前やサービスを利用しない方への介入支援などを
中心として行う。

個別的な支援

※障害児相談支援給付⇒正式事業名：指定障害児相談支援事業

障害児相談
障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等）を利用時に
は、障害児支援利用計画が必須。

相談支援機関体制の現状

11

11

11

11

基幹相談
（浜松市障がい者基幹相談支援センター）

市からの委託を受け、市内の障害分野の相談員が支援困難な場合に支援を行う。

障害福祉サービス等により、本人の希望する生活を実現するための機能
キャッチコピー「私の相談員」

集まった地域ニーズからより良い街にするために、地域住民の力を引き出す機能
キャッチコピー「我が町の相談員」

פּ ḭ פּ ︡ ︡ḭ קּ ︣
ṇṡ Ṣ

包括的な支援
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事業所名 法人 主担当区

アグネス ᶘה Ỹ

くすのき ♅ⱧỘ Ỹ

ぷらたなす E-JAN Ỹ

ひがし ῡ ᵓ Ỹ

だんだん ♩Ἃᵓ Ỹ

すばる ◌ṗχỏ Ỹ

まど ϋΤϤχה Ỹ

浜松南 ᶘה + Ῠ ᵓ Ỹ

信生 ♅ⱧỘ Ỹ

ナルド ♅ⱧỘ Ỹ

ぽるた ϙςϤχ Ỹ

はまきた ῡ ᵓ Ỹ

浜松東 ♅ⱧỘ Ỹ

シグナル ᵓזּ◕ ♅ⱧỘ ◕

てんりゅう ῡ ᵓ Ỹ

Ṇ ḱ ךּצּ ḱ ṕ ḭṡ ṢṖּצễỆ Ḯ ךּצּ
ṕ ḭṡ ṢṖּצểệ טּ Ḯṕ 29 Ệ Ṗ

Ṇ ḭ ￼ṡ Ṣ ︣ כֿ ךּ Ḯ
Ṇ ḭ ︡ ךּ ḭצּ אל ףּ ￼ḭṡ Ṣ ︣ כֿ ךּ
Ḯ ḭ 1.5 ךּ Ḯ

浜松市の相談支援体制
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ʾ
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ʾ

Ϙς

βωϥ

ΨβχΦ ʾ

ϯϽКІ

ϑϣθσβ

ʾ

ЗиЖ ʾ

平成２９年度以前の状況
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委託相談の課題
Ṇ ︡ ḭ ṇ ︡ צּ אל ףּ ḭ

ṇּצ ︣ ṕ Ṗּף ṕ ṇ ︣
Ṗ ךּ Ḯ

Ṇ ḭ ḭ ︣ ṕ Ṗ צּ Ḯךּ ḭוֹ ︡ ḭ ḭ
︡ ṇ ṇ צּ ḭצּ ︣ ṕ Ṗ ḭ ṕ

Ṗּפ ︡ ךּ Ḯךּ
Ṇ1.5 לּ ḭ0.5 טּ ḭ צּ אל
︡ Ḯלּ

計画相談等の課題
Ṇ ךּצּ ṇ ︣ ḭ ￼ צּ ︣ צּ Ḯּ︡︡פḭ
ṇ ḭ צּ ︡ ףּ ḭ ṡצּ פּ Ṣ ︡ כֿלּ

טּצּ Ḯ
Ṇ ḭ ḭṡ ṇ ︣ Ṣ ︠
כֿךּ טּצּ Ḯ

共通の課題
Ṇ 1.5 טּ ḭ 34 ḭ Ễצּ ṕ Ṗ 20
ṕ ểצּ ṕ Ṗ Ị Ṗ טּ כֿ פּ ḭ

צּ ḭ￼נּ צּ ︡ ︡ Ḯṕלּ 29 Ệ Ṗ
Ṇ ḭể ︡ ḱ צּ Ḯךּ︡
Ṇ ךּצּ ḭ 18 ḭ ךּצּ ṕ ḱ ḱ Ṗ ךּ

Ḯּ︡︡פḭ נּלּלּ ṡ ṕ ḱ ṖṢ ḭ
צּ ḭשּקּ ךּצּ צּ ךּ Ḯפּךּ

平成２９年度以前の状況
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多くの支援の受け皿と幅の広い支援展開・経験の共有を行える体制作りを行なう。

浜松市障がい者基幹相談支援センターの開所（平成３０年度）

֗ẋ ḃ

ӻֶ ṝ

╦ᴞ ᴤ Ḱ

Ӻ
Ῠ ᵓ

ᵓזּ ♅
♅ⱧỘ

ᵓזּ ♅
ᶘה

Ӻ זּ
♩Ἃᵓ

ᵓזּ ♅
ῡ ᵓ
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浜松市障がい者
基幹相談支援センター

基幹相談支援センター事業

地域生活支援拠点等事業

◇新規開設した計画相談事業所等への巡
回訪問

◇困難ケースの伴走支援
◇ケース会議の参加・主体的開催

相談支援事業者への
専門的な支援

◇委託相談圏域（５圏域）での事例検討
会の参加

◇委託相談新任研修、ファシリテーション研修
の開催

◇協議会子どもWGとの共催研修の開催

相談支援体制強化
（人材育成）

◇委託相談・計画相談との連携
◇コミュニティソーシャルワーカー、児

童分野、高齢者分野等、周辺領
域の機関との連携

◇各エリア連絡会への参画と課題把握
◇自立支援協議会の機能的な運営

に向けた取り組み

自立支援協議会

◇精神障害にも対応した地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた取り組み

◇障害者支援施設からの地域移行に向けた
取り組み

地域移行・定着

◇相談（相談支援事業者等）
◇虐待防止センター、児童相談所

と対応や連携のあり方について
協議

権利擁護・虐待防止

◇24時間365 日の相談体制の確保
◇計画相談と協働した、緊急時が発

生しないための支援体制の構築

相談・
コーディネート

◇緊急時対応事業による緊急時の受け
入れ・対応

◇緊急時対応事業の検証の場の開催

緊急時の受け入れ・
対応

◇アパート等を利用した一人暮らし体験
◇地区社協やエリア連絡会と協働した職

業体験の場の設定
◇基幹相談公式LINEを活用したグルー

プホーム空床情報の発信

体験の機会・場

◇移動支援研修の開催
◇強度行動障害者への支援体制の

構築
◇医療的ケア児等支援協議会との

共催研修の開催

専門的人材の確保・
養成

◇自立支援協議会の運営への専門的見
地による協力

◇地域の関係機関との連携強化
◇災害時における支援体制の構築
◇市障がい福祉実施計画への提言

地域の体制作り

浜松市障がい者基幹相談支援センター実施事業

地域との連携強化
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浜松市障がい者相談支援事業所の再編（令和２年度）

Ṇ Ễ 4 1ệ ệ ṇ ︡ḭ Ḯṕ
קּ קּ Ṗ
Ṇ ḭ קּ ︣ ḭể טּ Ḯ

ḱ

ḱ

担当圏域 事業所名 場所 法人 人工

中区
◕ ΥΜּי
˔ЈрЌכ◦

›δΜϦΜχ ͏
‹Ḭ

♅ⱧỘ

͓ᶘה

E-JAN

東区
◕ ΥΜּי
˔ЈрЌכ◦

Ỹ
ῡ ᵓ

͐
♩Ἃᵓ

西・南区

◕ ʾ Υ
Μּי Јрכ◦

Ќ˔
Ỹ

ϋΤϤχה

͒
ᵓ

Ῠ ᵓ

Ίᵓ

北区
◕ ΥΜּי
˔ЈрЌכ◦

Ỹ
♅ⱧỘ

͐
ᶘה

浜北・
天竜区

◕ ʾ
ΥΜּי כ◦
ЈрЌ˔

ὲЈрЌ˔
ῡ ᵓ

͐
ϙςϤχ

全市 ЄϽЗи Ӻ ЈрЌ˔
ᵓזּ◕ ♅
ⱧỘ
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β

Ṇ ễỂ ךּצּ ṇ ḭ Ễ ḭ
︡ ṇ ṇ ︣ ṕ ṡ ṢṖ ḭ

פּ פּ ṇ ︡ שּ ︣ ṕ ṡ
ṢṖḭ

︣ ṇṕ ṡ ṢṖ
ḭ צּ Ḯ

地域で発揮する相談支援機関の役割
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②相談支援事業者への専門的な支援
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総合相談実績①
Ṇ ṡ כֿ ︡ ךּ Ṣךּ ךּצּ טּ ḱ ḱ פּ Ḯלּ

︡ ḭ ￼ וֹ ḭ ︡ צּ ḭ ḱ ḱ
︡ רּ Ḯלּ

Ṇ 30 פּ טּ ḭ 3 צּ ︡ קּ ךּ נּ Ḯ
Ṇ ךּצּ ךּצּ ḱ ךּצּ ︣ צּ ḭשּ אל ךּ︣ נּ Ḯ

30
2

(ṌR2.12 Ṗ

2
ṕ Ṗ

122 96 49 65

244 171 98 130.6

30
2

ṕṌR2.12)

10 10 Ễ

18 17 12

49 34 19

ễ ךּצּ 0 0 Ể

3 2 0

2 3 ể

1 1 Ể

9 1 ể

6 6 Ễ

2 3 Ễ

1 1 Ể

21 18 10

122 96 49
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112
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130.6

0

50

100

150

200

250

300

30 ᾕ 2 (

› Ὧ χ ӱ

ם ϓὯט



30 2 ṕṌR2.12) ẑ

ḱ 20 17.9 Ṿ 9 10.6 Ṿ ể 2.7 Ṿ ể

Ỉ 5.3 Ṿ 5 5.9 Ṿ ễ 8.1 Ṿ 4

29 25.9 Ṿ 19 22.3 Ṿ ệ 13.5 Ṿ 7

9 8.0 Ṿ 5 5.9 Ṿ 3 8.1 Ṿ 4

4 3.6 Ṿ 3 3.5 Ṿ Ễ 5.4 Ṿ 3

15 13.4 Ṿ 10 11.8 Ṿ 4 10.8 Ṿ 5

17 15.2 Ṿ 16 18.8 Ṿ 12 32.5 Ṿ 16

12 10.7 Ṿ 18 21.2 Ṿ 7 18.9 Ṿ 9

112 100 Ṿ 85 100 Ṿ 37 100 Ṿ 49

Ṇ וֹףּ טּ Ḯ ︣ וֹףּ צּ
אל טּ נּ Ḯ

Ṇ 30 ḱ צּ שּ 2 Ḯ 2 12
טּ ḭצּ פּ ︡ ךּ Ḯ ṇ וֹףּ

צּ ךּ נּ Ḯפּךּ

総合相談実績②
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平成30年度 巡回訪問

委託
相談

計画
相談等

基幹相談
支援センター

ＯＪＴによる
ＳＶ依頼

巡回訪問 相談

ケース会議の
参加依頼

ケース会議の
主体的開催

ＳＶ

普段から相談してもらえるようにするための
基礎作りを事業所を訪問しながら行う

וֹףּ קּ

ṇ

נּ ךּ

נּ ךּ קּ

13

巡回訪問 ＯＪＴ
Ṇ 30 ḱ ︡ḭ נּ ךּ ḭ ṇ

Ḯ
Ṇ פּ Ớổở ḭקּ ṇ ︡ ṇ Ḯ ḭ

ךּ ︡ Ḯ



専門相談（ＯＪＴ）実績①
Ṇ ḭ ṇּצ ︡ ḭלּ ḱ ︣Ḯ
Ṇ קּ ￼ḭ ṇ צּ קּ ךּ טּ Ḯ
Ṇ ךּצּ ךּצּ צּ ḭשּ אל ︢ ךּ︣ טּ כֿ נּצּפּלּצּ Ḯ

30
2

ṕṌR2.12)
2

ṕ Ṗ

226 223 172 229

1,053 1,185 699 932

30
2

(ṌR2.12)

11 13 10

53 63 55

90 79 63

ễ ךּצּ 4 1 0

4 4 1

22 14 16

5 5 3

3 2 1

13 16 9

5 5 3

0 3 1

16 18 10
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30 2 ẑ

323 30.8 Ṿ 388 32.8% 209 29.9% 279

58 5.1 Ṿ 51 4.3% 60 8.6 Ṿ 80

89 8.6 Ṿ 74 6.3% 36 5.2% 48

ṕ ḱ Ṗ
195 18.6 Ṿ 127 10.7% 115 16.5% 153

383 36.4 Ṿ 531 44.8% 274 39.3% 365

2 Ể.ỄṾ 10 0.8% 3 0.4 Ṿ 4

3 Ể.ễṾ 4 0.3% 1 0.1 Ṿ 1.3

1053 ểỂỂṾ 1185 100 Ṿ 698 100 Ṿ 930

専門相談（ＯＪＴ）実績②
Ṇ3 ︢ ṡ Ṣ ︣ צּ ḭשּ צּ ︡ בֿטּ Ḯ
Ṇ ︣ צּ ḭשּ אל︡ ︢ ךּ︣ טּ כֿ נּצּפּלּצּ Ḯ

Ӧ

5%
ὓᵊ

5%

ⱧỘ

28%

‰ ⱧỘ

2%

Ӻ Ṑḩ

25%

“

25%

ζχ

6%

Ӧ

8%

ὓᵊ

7%

ⱧỘ

25%

‰ ⱧỘ

2%

1%

ᶘ 

1%

Ӻ Ṑḩ

28%

“

21%

ӦԌ

2%

ζχ

5%

30
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Ṇ
ḱ ךּףּ ḱ ךּצּ צּ ףּ ḭ ḭ

פּ וֹ כֿ ךּ Ḯֿכ ךּ ךּ ḭ וֹ שּךּ ךּצּ
פּ וֹ ךּ כֿ ṕ Ṣ Ṗּצ פּ לּ ךּ Ḯ

ḱ ṡ Ṣ שּ︡ פּ ︡ ךּ צּ ︡
אל ḭ לּ ṡצּ Ṣ קּ טּ ḭ

ךּ Ḯ

Ṇ
Å וֹףּ ḭ ḱ ךּ ḱ

ḭṡךּ Ṣ פּ ︡ כֿשּךּ Ḯ
Åṡ פֿ Ṣṕ Ṗ ṡ וֹףּ פּ Ṣ ︡ḭ2

צּ ︣ כֿ ḭ קּ ︣ Ḯ
Å ︡ ךּ ךּ ḭ צּ ︡ ︡ḭ צּ קּ

︡ Ḯ

ḱ ךּ︡
ḱ פּ

פּ

16

個別ケースから課題解決への取り組み例（市営住宅入居）



③相談支援体制強化（人材育成）に関する
取り組み
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ランチ研修会の開催（平成30年度）
Ṇ 30 ṇ צּ ︡ḭ ︣

Ḯ ṇ ︡ ךּ ḭצּ טּ
︡ ︡ Ḯ

Ṇ 30 ễỄ ḭ ỄệỂ נּ ךּ ḭקּ שּ צּ ︣
Ḯ

ᵫ℗ ᾆ

ệ 10 נּ

ệ 15

ệ 22

ệ 24

ệ 29 ṇ

ệ 31 נּ

Ỉ ỉ כֿכֿ נּ Ṍ ḱ Ṍ

Ỉ 12 ṡ Ṣ וֹףּ

Ỉ 14 ṇ ḱ

Ỉ 19 נּ
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相談員を対象とした研修 （令和元年度）

Ṇ ︢ Ḯ ︢ ṇ
︡ ︡ Ḯ ︡ ṇ ︡ צּ שּ ︡ Ḯ

Ṇ ︢ ךּ︣ ︡ḭ וֹףּ
︡ Ḯ

ṇ

ṡ Ṣ
ṡ Ṣ
ṡ ךּצּ Ṣ
ṡ צּ Ṣ

ṡ ṇ ṇ Ṣ
ṡ Ṣ
ṡ ṇ ṇ Ṣ
ṡ ךּ Ṣ

ṡ
Ṣ

ḱ ṇ ṇ
ṡ

Ṣ

ṟ Ṡ

ṕ Ṗ

1 5

2 8 וֹףּ וֹ

3 6 קּ נּ
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相談員を対象とした研修（令和2年度）

Ṇ 2 ︡ ḱ ︡ ṇ ṇ
︡ ︡ ṇ ︡ ︡ Ḯ

Ṇ ṇ ṇ וֹ שּ ︡ ︡ḭ אל ṇ
ṇּצ ḭ ṇ 1 ︡ ︡ Ḯ

Ṇ ︡ ḭ אל ︣ כֿ כֿ צּ אל
︡ כֿלּ צּ נּ Ḯ ḭ וֹףּ ︡ ︡ Ḯ

ṇ

ṡ Ṣ

ṡ Ṣ
ṡ ṇ ṇ Ṣ
ṇ ṇ
ṡ כֿ ḴṢ

ṡ טּ Ṣ
ṡ נּ Ṣ
ṇ ṇ
ṡ ṇ ︡ נּ Ṣ

ṟ Ṡ

ṇ 5
ṇ ︡ ︡ḭ

Ḯ︣פּ

6
ךּ ךּ Ḯ



④権利擁護・虐待防止に関する取り組み
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権利擁護・虐待防止のための支援
【現状と課題】

・障害者虐待防止法に基づく、浜松市の養護者虐待の通報・相談・届出者の状況においてH28年 虐待認定件数8件 / 通報・相談件数15件.
H29年 虐待認定件数1件 / 通報・相談件数19件 （H30年度 浜松市高齢者・障がい者虐待防止連絡会資料より抜粋）

・基幹相談支援センター設置後の委託相談・計画相談支援事業所を中心とした相談の中で、養護者からの虐待としての相談が
H30年11月末日時点（約8か月間） 27人（養護者虐待に関する相談実人数） / 243人（全体の相談実人数）と約1割が養護者虐待に
関する相談

・地域の相談員等が養護者虐待（権利侵害）と感じ基幹相談支援センターへ支援介入依頼をする件数に対して、市として通報相談件数として捉えて
るものに解離が起こっている状況。（基幹相談支援センターへすべてのケースが相談されるわけでない）
⇒官・民での虐待についての認識、課題意識の食い違いが生じている。

・地域の相談員自身が、虐待通報・相談へのためらいやそれを行う中での連携の困難さ、支援が混乱する危惧を持ち、通報・相談に至っていない状況も
うかがえた。

⇒市の通報、相談の流れにのらず、地域の相談機関、支援機関がリスクごと抱え込んでいる状況の発生。

・高齢者虐待（障がい者⇒高齢者）、障がい者虐待（高齢者⇒障害者）支援における相互の虐待防止施策の理解の乏しさと支援理念の違いからの
連携の困難さの発生

【基幹相談支援センターとしての取り組み】

①虐待通報・相談についての委託相談・計画相談の捉え方についての調査実施

②浜松市の虐待防止施策（養護者虐待について）をより身近で頼れるものにする為の調査の実施と課題検討の実施

③相談員を対象とした権利擁護・虐待防止に関する研修の実施

④高齢者分野との権利擁護、虐待防止に関する連携についての調査と相互理解、連携の為の研修の実施
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① 虐待通報・相談についての委託相談・計画相談の捉え方についての調査実施

ṥ Ṧ ṥ Ṧ
Ṇ ḱ Ṇ ệỈṕ Ṗ
ṥ ṇ Ṧ ṥ ḱ Ṧ
Ṇ期間中の担当したケースにおいて虐待・虐待が疑われるケース ṆH29.4ṌH30.11 ṇ ḭ

【実態調査結果（概要）】

虐待が疑われるケースへの対応

ある

73%

（41人）

ない

27%

（15人）

Ί=56

通報・相談の有無

した

56%

（23人）

していない

44%

（18人）

Ί=41

通報相談をしなかった理由【一部抜粋】

□ 通報のタイミングや虐待の判断についての迷い

・
・事実確認が困難（通報のタイミングをどう考えるか？）

・金銭搾取と言い切れなかった（生活費としてつかっている場合は虐待か？）

□ βϥάρτϢϥֲốχ ῇχϱЮ˔ЅΥⱱοσΜάρτϢϥ ӗḇ

・通報後に本人・家族と支援者との関係性が変化してしまうのではないか心配

・通報後の行政機関による対応のイメージが持ちづらい

□ 本人・養護者の背景から権利擁護に消極的な姿勢

・加害者である家族にも障がいがあり、虐待行為がその障害特性に起因するもの

・本人が通報を希望していない

・本人の言動が原因であり虐待と言えるか迷った

※虐待（疑い）含むケースへの関りを持った相談員が約7割いる中で、約4割強が
通報・相談をしていない状況
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② 浜松市の虐待防止施策（養護者虐待について）をより身近で頼れるものにする為の課題検討の実施

・ 『虐待通報・相談についての委託相談・計画相談の捉え方についての調査』 における課題の表面化
①浜松市の虐待対応のスキームやその対応についての不透明さ・官民連携の不足
②相談員の虐待対応（権利擁護の視点）の認識のばらつき

・課題の解決に向けての取り組みを目指し、 『②浜松市の虐待防止施策をより身近で頼れるものにする為の課題検討』 として実施

・ 課題解決に向けた検討と提案事項の作成を行い、浜松市障がい者自立支援協議会調整会議（現：企画会議）への提案を実施

課題検討の方法概要

♅ǵ ǋǓǉȒǓƲ Ḹǲ ȐǱǋȯɶȷǵ ǲǫǋǭȠɱȯɶɆǲȏȑ Ƴ

Ⅰ虐待通報後の流れ、連携体制・支援についての現状の課題の抽出・あるべき姿について検討

Ⅱ家庭訪問等個別支援事業についての利用の流れ、連携体制・支援についての現状の課題の抽出・あるべき姿について検討

Ⅲ虐待の疑いがあるが、通報に至らないケースについての現状と課題について整理・検討

対象：委託相談の内、下記対象事業所にヒヤリングを実施

□ H30 年度基幹相談支援センターが開所後、相談を受けた虐待・疑いケースで行政への通報・相談に至ったケースに関わった事業所

□ H29 年度中に虐待・疑いケースにおいて行政への通報・相談に至ったケースに関わっており、且つ、協力いただける事業所

対象：委託相談の内、下記対象事業所にヒヤリングを実施

□H29 年度以降、家庭訪問等個別支援事業を導入し、実施した事業所

※ 上記Ⅰ、Ⅱについて、ヒヤリング協力事業所と共にスキームにおける課題を共有し、「あるべき姿」について協議、提案事項の作成を実施

対象：委託相談・計画相談支援事業所

・虐待の疑いがあるが、通報に至らないケースの現状についてアンケートにより把握

・ 現状を把握し、必要な研修へつなげる
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②´ 浜松市の虐待防止施策（養護者虐待について）をより身近で頼れるものにする為の課題検討の実施

【Ⅰ,Ⅱ課題の整理概要】 【自立支援協議会への提案事項概要】

【通報・相談窓口と役割】

□ 市と区の通報・相談窓口の機能、その後の対応の役割が複雑
且つ不明瞭

通報・相談後のイメージがつきづらいため躊躇しやすくなる

【コア会議/個別ケース会議/モニタリング/終結等協議の場】

□ コア会議での議論の内容や方向性の共有や役割分担等が
されないことが多い。

【事実確認と情報共有/通報者を守る視点】

□ 事実確認の方法や介入がどうされるかの共有がない。また、通報
者である相談員が同行訪問を要請されることが多く、リスクへの配慮が
乏しい

□ 個別ケース会議の開催が通報の数か月後になる、行われない等、
スピード感や定期的なケース管理をしながらの開催が乏しい状況

□ 「虐待対応としての終結」までの目標設定や役割分担支援方針等
を共有、見直しが出来る行政主導のケース管理の場がない

【家庭訪問等個別支援事業】

□ 導入の判断基準・決定・同意書の合意手続きの役割が不明瞭
□ 事業導入されると委託相談のみで抱え込んでいくことが多い。
□ モニタリング、終結することもチームの判断として行える体制がない。

【研修】

□ 虐待・権利擁護の視点・支援についての研修の必要性

□ 官民が連携して支援を行えるよう共通の研修やツールの作成の
必要性

【窓口の一本化/役割の明確化/虐待認定の判断基準】

□ 市と区の役割の明確化。市、区、相談支援間での共通認識

□ 通報・相談窓口の一本化。相談、通報を受けた窓口が終結まで
関わる仕組み

□ 虐待として受け取ってもらえたかどうかの双方の共有（ツールの活用）

【リスク管理・ケース管理】
□ 虐待、疑い、ハイリスクケースの進捗管理が継続して出来る場の設置

【情報共有】
□ コア会議後等、支援機関への情報共有が行われるよう仕組化

□ 窓口での判断基準の明確化

□ コア会議への委託相談、基幹相談の参画

【コア会議/個別ケース会議/モニタリング/終結】
▢ 早期のケース会議開催（事実確認後何日以内等のルール化）

□ 行政主導での個別ケース会議、モニタリング等会議の開催

【家庭訪問等個別支援事業】

□ 事業導入の判断基準・導入の流れの明確化

□ 事業終了の判断を官民で検討の上行える仕組みづくり

【研修】

□ 権利擁護（虐待対応）の視点を学べる研修の場
年度替わり毎に官民連携、共通認識を持てる場を作る

□ 虐待の判断がしやすくなるリスクチェックシート、対応スキームの作成
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自立支援協議会調整会議（現：企画会議）において提案事項を提示。議論の上、
自立支援協議会 権利擁護部会を設置し、課題解決にむけての具体的な仕組みづくり
をおこなっていく方向性で決済された。

ようやっと令和2年度浜松市障がい者自立支援協議会から正式に権利擁護部会が
設置。
虐待対応WGにおいて、虐待対応のスキームを含め、協議を開始している。
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③ 相談員を対象とした権利擁護・虐待防止に関する研修の実施

開催年度 研修内容

平成30年度

合理的配慮について【ランチ研修】

成年後見制度について【ランチ研修】

障害者虐待について【委託相談連絡会】

成年後見制度研修会【委託相談連絡会】

虐待ケースへの対応・介入支援について【ランチ研修】

意思決定支援について【ランチ研修】

平成３１、
令和元年度

権利擁護の視点（虐待防止・成年後見制度講義）【委託相談階層別研修①】

権利擁護の視点（虐待事例検討・成年後見制度講義）【委託相談階層別研修②】

権利擁護の視点（虐待事例検討）【委託相談階層別研修③】

令和2年度

要対協実務者会議新規参加機関のための研修会

要対協参加相談員意見交換会・研修会

虐待防止施策と権利擁護部会の活動について
27



④ 高齢者分野との権利擁護、虐待防止に関する連携についての調査と相互理解、連携の為の研修の実施

ṥ Ṧ ṥ Ṧ
Ṇ ṇ Ṇ77Ṿṕ17 / 22 ị
ṥ ṇ Ṧ
Ṇ浜松市障がい者相談支援事業所との共同（連携）支援ケース

【実態調査結果（概要）】

委託相談との共同（連携）支援ケースがある事業所：16事業所 / 17事業所 対象当事者実人数22名

虐待（疑い）者

※委託相談・地域包括支援センターそれぞれの業務や支援文化の違いの理解、虐待における法律上、仕組上の違いの理解、
隙間を埋める連携の為の研修会を開催 28



④´ 高齢者分野との権利擁護、虐待防止に関する連携についての調査と相互理解、連携の為の研修の実施

研修テーマ：世帯をまるごと支援する～虐待対応における役割分担とは何か？～（R元年10月23日開催）

研修対象：浜松市市内地域包括支援センター
委託相談支援事業所
各区長寿保険課、
各区社会福祉課

目的：虐待対応における高齢分野、障害分野相互の制度・体制の理解を行うと
共に、地域包括支援センター、浜松市障がい者相談支援事業所の機能
や支援の文化の違いについてより理解を深め、権利擁護の視点での連携
がよりスムーズ行えるようにする。

【内容】

委託相談支援事業所と地域包括支援センターが担っている虐待防止対応上の法的な違いや役割の違いの理解を講義にて学び。障害のある方からの高
齢者虐待が起こっている実事例世帯について、連携しながら支援を行っている事例について報告いただきました。
また、事例に絡め、「虐待対応ケースを連携しながら支援する為のポイント」をテーマに聖隷クリストファー大学の川向雅弘先生（現教授）に講和いただきま
した。
そのような学びも含め、各エリア毎でグループワークを行い、虐待対応における意見交換や相互の役割、機能の不明点、今後の連携の在り方などについて率
直に出し合う機会となりました。

※経年の中、既成事実化した「役割」「限界設定」から一歩踏み出せるか
どうかが、狭間を埋める協働となるかどうかにつながる。

【感想】
・支援者の都合にのってこないことが「障害」と思っていないか

との問いにハッとした。

・虐待という起こった事実ではなく、起こった背景に視点を持
っていく事が必要と感じた。

・実際のケースに関わる以外で考え等をじっくり話す機会が
なかったので、視点や考え方を知る機会となった。

・障害分野の方と今まで以上に連携がとれていくように感じた。

・障害分野と高齢分野の仕組みや役割の違いが理解できた。
等々
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⑤精神科病院からの地域移行・地域定着に関する
取り組み

30



精神科病院からの地域移行・定着に関する取り組み

【基幹相談支援センターとしての取り組み】

①浜松市障がい者自立支援協議会専門部会（R30年度地域移行定着専門部会）（R元年度退院して地域で暮らそう専門部会）
⇒ （R2年度～）精神障害にも対応した地域包括ケアシステム推進連絡会への積極的参画

②精神保健担当課ケース進捗管理会議への参画

③地域援助事業者【特に訪問看護ステーションについての研修・事例検討FT、SV】

④精神専門ではない訪問看護ステーションへのアンケートの実施と受け入れ拡充

【背景と課題】

・長期入院患者数や平均在院日数は減少傾向にあるものの、浜松市においては再入院率が高い
入院期間1年以上の方：退院後3か月時点の再入院率約7割 【H29.9.30 日時点】

（H30 年度精神保健福祉審議会資料より抜粋）
⇒本人はもちろん、家族や取り巻く周囲の近隣住民も対応に困っている可能性
⇒医療・福祉の適切な支援・介入が行われていない可能性
⇒退院時（入院中から）に病院側が本人に必要な社会資源につなげられていない可能性

・地域援助事業者は精神科病院との連携にハードルを感じ、連携なく支援展開を行う場面が見受けられたり、当事者が入院すると病院任せになってしま
いやすい状況も見受けられる

・精神科病院は、社会資源としての地域援助事業者は把握はしているものの、「支援の手段・方法」として利用はあるが、支援の過程を共に考え、共同す
るという機会が少ない状況が見受けられる

・双方の役割や限界設定について共有することの必要性。それ以前に自機関の役割や視点、その根拠の言語化が上手くなされていない事。苦労の共有
やねぎらい、フォロー。日々の情報交換といったコミニュケーションが乏しくなってきている状況

・精神障がいのある方が利用できる社会資源は増加しているものの、経験値の蓄積、必要なバックアップが乏しい中、受け皿となる事業所が苦労や困難感
を抱え込む・あるいは、その苦労や困難感から受け入れに消極的になる状況も見受けられる
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①精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム推進連絡会への積極的参画

経過

▢ 平成26年度より地域移行専門部会が浜松市自立支援協議会の専門部会として位置づけ

▢ 平成29年度より、名称変更「地域移行・定着」専門部会とし、定着に資する地域支援についての活動、精神科病院と地域支援者との連携を
意識した活動を実施
※平成30年度より基幹相談支援センターとして企画会議へ参画。部会へはオブザーバー参加。

▢ 令和元年度より、現在の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進を見越し、名称・構成員変更「退院して地域で暮らそう専門部会」と
して活動を実施
※企画会議への参画。設置された４WGのうち「事例検討WG」「住まいWG」「アウトリーチWG」の３つのWGへも参画。部会へはオブザーバー参加

▢ 令和2年度より、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム推進連絡会」として活動開始。浜松市障がい者自立支援協議会から別組織として
運営を開始。
※行政と共に事務局として活動を開始。加えて企画会議。設置された４WGのうち「事例検討WG」「住まい方WG」「アウトリーチWG」の３つのWG

へも参画し中心的役割を担っている。

【R2～精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム推進連絡会体制図】

代表者会議

企画会議

事務局会議

事例検討
WG

ピア
WG

住まい方
WG

アウトリーチ
WG

【事例検討WG】
・単科精神科病院での入院患者さんについての事例検討。対象患者

さん居住区の社会福祉課、委託相談等も参画。
・退院に向けた具体的な検討や退院に向けた病院での取り組みの検討

を実施

【住まい方WG】
・アンケートにより住居確保の現状の把握。「住まい方」として本人の希
望する地域生活を送る上での課題の整理を行う。

【アウトリーチWG】
・R元年度に未受診・医療中断者の実態調査を実施し、報告書を作

成。浜松市における医療アクセス困難者へのアウトリーチの制度・仕組
化を検討する
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参考：R元年度実施「浜松市内の相談支援機関が抱える精神科領域の未受診・医療中断者実態調査」①

ṥ Ṧ
Ṇ נּשּ ṕ16 Ṗ ṕ40 Ṗ

ṇṕ22 Ṗ
ṕ216 Ṗ ṇ ṇ ṇ ṇṕ12 Ṗ

ṥ Ṧ
Ṇ ṕ נּשּ Ṗ 100Ṿ 70Ṿ ṇ100Ṿ

12.5Ṿ ṇ ṇ ṇ ṇ75Ṿ

ṥ ṇ Ṧ
ṆR2年1月15日時点で各相談機関が関りをもっている本人、家族であり、且つ精神科領域での見立て・支援が必要と思われる未受診・医療中断者

ṥ ḱ Ṧ
ṆR2.1.15 ṌR2.2.14 ṇ ḭ

〇地域の相談支援機関の抱える未受診・医療中断者へのアウトリーチ支援のニーズを把握し、 「精神障がいにも対応した地域包
括ケアシステム構築推進事業」のプログラムの一つである『アウトリーチ支援』の実施に向けた体制整備の根拠資料の一つ
とする。

〇加えて、調査結果を元に浜松市として重点的に取り組むべきアウトリーチ支援の対象者像を検討する。
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参考：R元年度実施「浜松市内の相談支援機関が抱える精神科領域の未受診・医療中断者実態調査」②

回答 未受診・医療中断者総数：213人 【未受診119 名 医療中断94名 】

【年齢層（未受診・医療中断別）】

『未受診119 名』 『医療中断94名』

【最も医療が必要と感じる状態像】

【最も適切な医療へのアクセスが困難な理由】
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参考：R元年度実施「浜松市内の相談支援機関が抱える精神科領域の未受診・医療中断者実態調査」③

【最も生活課題となる事象】 【相談支援機関としての関り】

【行政機関の関り】

・調査全体からは、地域の相談支援機関が抱える未受診、医療中断者への関りにおいて、
その状態像や生活課題から「何とかつながってはいても次の展開が見込みづらい状況」あ
るいは「継続した関りにつながらず切れてしまいやすい」状況が伺えた

・行政機関との連携も図られていないことが多く、相談支援機関が抱えこみながら困難を抱
いている状況が見られた。

※本調査が得られた課題も含め、浜松市にとって必要なアウトリーチ施策について検討を
重ねていく。
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②精神保健担当課ケース進捗管理会議への参画

〇旧委託相談支援事業所の統計によると『障害保健福祉課』からの『委託相談支援事業所』への新規相談件数は

平成29年度実人数7名 / 平成30年度実人数5名
※『障害保健福祉課』としての集計の為、すべてが精神保健担当課からの相談とは言えない。「精神障害」に特化すると更に少ない相談実人数となることが

想定。

〇R元年度に実施した「浜松市内の相談支援機関が抱える精神科領域の未受診・医療中断者実態調査」においても『行政機関との
関り特になし』が ９９人/214 人 精神分野の行政の専門相談機関である『精神保健担当課』、 『精神保健福祉センター』
と連携し支援を行っているケースは17人 / 214 人 と行政機関と地域相談支援機関との連携の課題が見て取れた。

〇R２年度5月～月1回 精神保健担当課で実施している「措置入院を経たケース」についての支援進捗会議へ参画

〇ケースの状況の把握をしながら、地域支援者（主に委託相談）との連携や支援展開についての助言・提案を開始。
⇒ R3.1 時点 措置経過ケースへの委託相談の関り【18人/43 人】＋今後繋ぎ予定6人

〇ケースを通した地域支援者との連携を促進する中で、「措置入院を経たケース」以外のケースについても相互連携をしていくきっかけづくり
を行う。

〇措置入院後、長期入院に至り、退院の目途がつかないケースについては、見立てをするため、精神保健担当課と同行訪問を行い
見立てや支援の方向性の共有。支援の流れや本人の状況の変化に応じて、地域支援者へのつなぎを行う取り組みを開始。
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開催年度 内容

平成30年度

社会福祉法人慶生会ヘルパーステーション研修会「精神障がい者へのかかわり」

訪問看護ステーション中島研修会「精神科訪問看護について」

浜松市民生委員児童委員協議会中堅研修「精神障害の理解と対応」

精神障害を理解するための研修会精神保健福祉センター主催支援者向け研修講師

聖隷訪問看護ステーション研修会「精神障害の理解と対応」

平成３１、
令和元年度

聖隷訪問看護ステーション住吉第二カンファレンススーパーヴァイズ

聖隷訪問看護ステーション浅田カンファレンスファシリテート、スーパーヴァイズ

静岡県救護施設連絡協議会 「発達障害の理解と支援について」

精神障害を理解するための研修会精神保健福祉センター主催支援者向け研修講師

聖隷訪問看護ステーション研修精神科デイケア見学会×２回

令和2年度

聖隷訪問看護ステーション細江カンファレンススーパーヴァイズ

精神障がい者家族相談員・家族会研修会

聖隷ケアプランセンター勉強会「発達障害について」

聖隷訪問看護ステーション三方原カンファレンススーパーヴァイズ

東区あんしんねっとわーく研修会「精神障がいの理解と対応」

③地域援助事業者、関係機関【特に訪問看護ステーションについての研修・事例検討FT、SV】
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④精神専門ではない訪問看護ステーションへの調査の実施と受け入れ拡充

〇精神障がいのある方が地域生活を送る上で、訪問系のサービスは重要な役割を担っている。とりわけ、精神科訪問看護は、地域と医療との連携の要になる
サービスといえる。

〇浜松市においても精神科訪問看護専門のステーションができ、便利さや受け入れの良さから、医療機関、地域の相談機関においても精神科訪問看護専門
のステーションへの依頼が大多数を占める状況になっている。

〇一方で、数は少ないながらも、精神障がいのある方への支援を担い、その対応に困難さを抱きながらも丁寧な支援を行っている精神科訪問看護専門では
ないステーションも少なくない。

〇精神科訪問看護を専門としていないが対応を行っている訪問看護ステーションとの連携、受け皿づくりを行うことで、地域の相談員は、専門・非専門だけでなく、
それぞれのステーションの特徴や人となりを考え、多くの選択肢をもち、本人に合う支援を提供することにつながると考えられる。

【調査目的】
〇精神科訪問看護に携わる事業所の現状を把握すると共に、支援者支援等の体制づくり、支援の広がりに向けての検討材料とする。

【調査対象】
〇ReMHRAD（地域精神保健医療福祉社会資源分析データベース）より浜松市内訪問看護ステーション（精神科訪問看護基本療養費算定有）の内、

精神科訪問看護基本療養費を算定している人の割合が「事業所全体の20％未満」の訪問看護ステーション

【調査時期】
〇R2.2.15 時点での各事業所の状況について回答

【調査期間】
〇R2.2.15 ～R2.3.3

【回収率】
〇75％（9事業所/12 事業所）
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④´精神専門ではない訪問看護ステーションへの調査の実施と受け入れ拡充

【調査結果一部抜粋】

【まとめ概要】
▢対応ケース数について精神科訪問看護としての対応自体が少なく、ケースの

見立てや対応において経験値の積み上げがされづらい状況にある。
▢地域支援者との連携についてもその機関に「どこまで頼って良いのか」「何をして

くれるのか」をわからず連携の難しさがフリー記述から見られた。
▢一方で、精神科訪問看護としての受け入れについて、現在も今後についても

行っていきたい意向は多くの事業所で見られた。（受け皿の拡充）

※ケース数の積み上げが現状よりも行える体制。ケースを通して地域支援者と
連携し、体感的に関りを学ぶ機会を増やす。また、研修等も必要に応じて
実施することなどが必要と思われた。

⇒地域づくりの視点も含め、委託相談支援センターとの連携を図ることから始める
こととし、同意いただいたステーションの受け入れ状況について委託相談支援
センターへ共有。意図的につなぐ機会を増やしていくこととした。
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⑥体験の機会・場の提供に関する
取り組み
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アパート等を利用した「一人暮らし体験」の場の提供
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アパート等を利用した「一人暮らし体験」
ニーズ調査結果（概要）

ὁ ὂ
Ḳ ḭ ḭ Ḳ פֿ Ḳ2018 Ệ פּ 2019 ệ

=

טּ ệỉ 64.0 Ṿ

︡ ễỄ 36.0 Ṿ

Ịị 100 Ṿ

=

10 11 10.3 Ṿ

20 29 27.1 Ṿ

30 20 18.7 Ṿ

40 19 17.8 Ṿ

50 22 20.6 Ṿ

60 6 5.6 Ṿ

107 100 Ṿ

68 63.6 Ṿ

39 36.4 Ṿ

107 100 Ṿ

10 9.3 Ṿ

30 28.0 Ṿ

51 47.7 Ṿ

16 15.0 Ṿ

107 100 Ṿ

ṇ ṇ
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5 4.7 Ṿ

24 22.4 Ṿ
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ṡ ṇ Ṣבֿ ḭ ṇ ṕ נּ ḭ ṇ ṇ Ṗ

צּ ḭלּ ṇ ṇ ṕ קּ ḭ Ṗ Ḯ

令和元年度 協議会構成員研修資料
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Ṇ פּ ḱ ḭ פּ ︣ ṇ טּ ṡ ṇ ṇ
Ṣ כֿלּ ḭ ṇ ṇ קּ ṇ ︡ḭ LINE ︡

ểể פּ Ḯ

基幹相談公式LINEを活用したグループホーム空床情報の発信

グループホーム

相談支援専門員 相談支援専門員

基幹相談公式LINEアカウント

LINEアカウント LINEアカウント

基幹相談

配信・
停止申込

受付報告

配信 配信

≪空床情報配信例≫

≪空床情報停止例≫

≪空床情報の配信・停止イメージ図≫

ṡ ṇ ṇ
ḱ Ṣ

FAX

נּ ךּ

LINE
נּ ךּ
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Ṇ ṇ Ḯṕhttp://kikan -hamamatsu.jp/ Ṗ ṇ ḭ
ṇ ḭ ṇּצ ḱ ︣ Ḯ

Ṇאל ḭ ︡ ךּ ḭ ṇ ךּ Ḯלּ

基幹相談支援センターウェブサイト

≪基幹相談支援センターの事業説明≫ ≪障害福祉サービス事業所等の社会資源情報≫

≪ウェブサイトの更新情報例≫
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⑦専門的人材の確保・養成に関する
取り組み
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浜松市移動支援従事者養成研修の開催
Ṇ Ḯ Ḯ לּ ḱ

פּ ︡ḭ Ḯ
Ṇ Ễ 10 17 ṕ Ṗ ḭ 11ḱ12 Ḯ23 ︡ טּצּ ḭּל 17 ṕּל ḭ Ệ Ṗּצ ︡ Ḯ
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48

強度行動障害支援従事者フォローアップ研修の開催
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2019年浜松地域における強度行動障害者支援状況調査より抜粋

Ṯ ṇ ṯ
ḱ ṇ 84 48 488 988 וֹ ךּ Ḳ11
ḱ 10 Ḳ 17 15 18 10 צּ Ḳ28 ḱ114
ḱ אל ︢ ךּ ểḲ ỄḲֿכ ễḲ
ḱ Ḳ ︡ ךּ Ḯ ṕ ṇ Ṗ︡ ךּ Ḯ
ḱ Ḳ ︣ כֿ ṕ Ṗ ךּ צּ לּ ḭצּ

טּ Ḯ ךּףּ ṇ ṇ ︡ צּ Ḯ

＜児童入所施設＞
・アンケート配布2事業所 回答2事業所 総定員50人 現員45人 強度行動障害判定基準10点以上児童：小学生6人 中学生4人 高校生6人
・特に困難さを感じている行動に大きな有意さはない。個別の支援・個別の環境調整を毎日行っている：6人
・個別支援の内容：粗暴行為のある児童に対してマンツーマン対応をはじめ人的・物的環境の調整を行い強い刺激をさける環境調整を行っている。
・支援体制上の課題：強度行動障害を有する児童を養育や支援する家庭や学校、施設の疲弊した現状がある、「強度行動障害」となる前の児童期の早い段階

から支援ができるような人材の確保と環境整備が必要である。

＜通所生活介護＞
・アンケート配布36事業所 回答20事業所 総定員481 人 契約人数512 人 受給者証に重度支援加算記載者を受け入れている：18事業所
・強度行動障害支援加算対象利用者：者みなし7人 18歳～39歳105 人 40歳～59歳66人 60歳以上3人
・特に困難さを感じている行動１：こだわり２：騒がしさ３：他傷、多動 個別の支援・個別の環境調整を毎日行っている：16事業所101 人
・個別支援の内容：生活場所・作業場所の構造化を行い本人が落ち着ける空間を確保している。異なる課題を提示し自己選択において活動を行っている。
・支援体制上の課題：支援の大変さが顕著だろうと推測される利用者をアセスメントや体験実習の段階から受け入れを拒む事業所が多い。

医療との連携の必要性、行動障害の激しい状況が続く際には、職員のレスパイトも必要である。
OJTによる支援方法の伝達と共有の必要性を感じるが、人材や人員の不足によりOJTを丁寧に行うことも難しい状況がある。

＜障害者入所施設＞
・アンケート配布14事業所 回答10事業所 総定員510 人 現員493 人 平均区分5.2 受給者証に重度支援加算記載者を受け入れている：10事業所
・強度行動障害支援加算対象利用者：18歳～39歳46人 40歳～59歳130 人 60歳以上：33人
・特に困難さを感じている行動１：こだわり２：多動 ３：他傷 個別の支援・個別の環境調整を毎日行っている：８事業所105 人
・個別支援の内容：自傷行為への対応として居室の壁にクッション材を使用している。無断外出への対応としてセンサーを設置している。キーパーソンとなる

支援者の配置と支援者の増員で対応している。他傷の危険回避のためマンツーマン対応を行っている。
・支援体制上の課題：入所利用者の高齢化と強度行動障害の様相の違いにより支援内容や生活環境を共有することに困難さがある。

疲弊感を感じ対応に苦慮するケースは短期入所利用者の場合が多く、変則勤務による情報の共有や支援機会を共有する場面が少ない
ことが課題である。
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⑧緊急時の受け入れに関する取り組み
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浜松市障がい者緊急時対応事業（浜松市委託）概要
【目的】（実施要綱 第１条一部改）

地域で生活をする障がい者が地域生活の維持が困難となる緊急事由が発生した際に、当該障がい者に対し迅速な緊急時対応を行うことにより、障がい
者が地域で安心して暮らし続けることができるようにする。
【「緊急時対応」の定義】（実施要綱 第２条一部改）

介護者の傷病、事故等により、在宅介護を受けている障がい者が、必要となる支援等の対応をいい、事由が発生した日の、前々日、前日、又は当日をい
う。ただし、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第２３条による警察官の通報、および「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援
等に関する法律」第９条による障がい者虐待については、浜松市（障害保健福祉課）にて対応。
【事業対象者】（実施要綱 第７条一部改）

①浜松市内に住所がある者、②短期入所の支給決定を受けている者で、短期入所事業所と利用契約を締結している者、③その他、市長が認めた者。
【利用方法】

緊急時対応を利用しようとする者は、「登録書」（第１号様式）を障がい者基幹相談支援センターに提出する。
【登録事業所】（実施要綱 第５条２項一部改）

当該事業における緊急時対応を担う事業所であることを運営規程に明記し、浜松市に届出を行った事業所。登録事業所はその他関係機関と緊密な連携
を図り、緊急時対応の円滑な実施に努めなければならない。
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１．「浜松市障がい者緊急時対応事業」の事業要綱制定

〇平成30年9月より「浜松市障がい者緊急時対応事業」を開始。事業要綱に基づき地域で生活をする障害者が地域生活の維持が困難となる緊急事由が発
生した際に、当該障害者に対し迅速な対応が行える支援体制の構築を進めてきた。

〇令和2年4月の要綱改訂を行い、当該事業における対象者や相談支援専門員・基幹相談支援センターの役割・機能について整理を行った。

２．緊急時の対応方法等を計画に盛り込んだ「登録書」の活用

〇緊急時における備えとリスクマネジメントの観点から、緊急時の対応方法等を計画を盛り込んだ「登録書」の作成を、相談支援機関・基幹相談との協働により
作成する。登録書を作成することにより、緊急時が発生した際も支援者だけでなく、その家族等が登録書に記載されている計画に基づき一定の行動が行え、本
人が安心して生活できる場のコーディネートが行うことができる。

〇相談支援専門員等に対し、養護者の入院や他界のリスクが高く、その際に頼れる親族も身近にいないケースの洗い出しを依頼。概算で浜松市全域での対象
件数は600 人にのぼるが、現在登録者数は15名であり、「登録書の提出」を促す仕組みが課題である。

〇今後、「登録書の提出」を促す仕組みとして「緊急時対応事業登録意向確認表」を活用し、対象ケースの把握を行い、登録書提出の促進を図る予定である。

３．「登録事業所（短期入所事業所）」による体制整備

〇短期入所事業所を対象に「ネットワーク会議」を開催し、当該事業説明と登録事業所への協力依頼を行ったことで、障害者支援施設等を中心とした夜間でも
職員配置が整っている事業所に関しては、事業所内での24時間の相談受付体制を整えていただき、「登録事業所」としてほぼ100%の事業所に登録いた
だいた。

〇特別養護老人ホーム等での共生型サービス（短期入所の受け入れ）での登録の整備を図り、登録事業所が少ない圏域においての共生型の短期入所事業
所の受け入れ体制が構築された。

4．地域生活支援拠点等事業ネットワークの構築に関する協議会の開催

〇浜松市の社会福祉関連機関全体で地域生活支援拠点等事業に取り組めるよう、関連の事業所が参加するネットワークのための会議を開催し、「浜松市
障がい者緊急時対応事業」の理解と支援体制の構築に関しての協議した。今後は緊急時対応事業に協力いただける短期入所（登録事業所）を増やす
取り組みと、障がいのある方の住まいの地域において短期入所利用ができる仕組み化に向けて具体的な議論を行うため、区社会福祉課や障害保健福祉課
相談支援担当者・地域における障害のある方の支援関係者の参画をもって、自立支援協議会で協議ができる場を設置する。

浜松市障がい者緊急時対応事業
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地域生活支援拠点等事業ネットワークの構築に関する協議会の開催

開催日 対象機関 協議内容 参加人数

平成30年8月10日
第1回ネットワーク会議

基幹相談
運営５法人

「浜松市障がい者緊急時対応事業要綱」の説明 25名

平成30年8月21日
第2回支援ネットワーク会議

相談支援事業所
短期入所事業所 事業説明・登録書作成の説明・登録事業所への打診 46名

平成30年11月21日
第3回ネットワーク会議

短期入所事業所 事業説明登録事業所への協力・意見交換 25名

令和元年10月30日
第1回ネットワーク会議

相談支援事業所
短期入所事業所

輪番制・エリアでの受け入れや障がい類型に基づく受け入れ体制の協議
支援事例から相談支援と受け入れ事業所の連携について意見交換

31名

令和2年２月第
2回ネットワーク会議

基幹相談
運営５法人

受け入れ困難なケースセーフネットに関する体制についての協議
事業に関する意見から事業要綱の改訂について協議検討

45名

令和2年度8月
第1回ネットワーク会議

基幹相談
運営５法人

事業要綱の改訂についての説明
緊急時対応事業の実績からの課題分析事業評価

登録者促進についての意見交換
25名

令和3年2月10日
第2回ネットワーク会議

基幹相談
運営５法人

登録促進に関する体制について
措置・緊急対応についての棲み分けについて

次年度の協議体制について

15名
（予定）

〇緊急時対応事業に関する支援体制についての協議の場として「ネットワーク会議」を開催。（3年間で8回）
１年目は事業の周知・協力を目的に、開催。登録事業所（短期入所）の体制整備を構築することができた。
２年目は緊急時が発生した際の、支援体制の在り方について検討。地域全体でかつ障害のある方が適切に短期入所が利用できる環境が体制として
構築できるよう、概ね居住区での受け入れ体制や、障害特性に合わせた事業所での受け入れ体制の在り方など、協議した。

3年目としては緊急時対応事業の分析・評価を図り、実際の支援連携の在り方、セーフティネット機能についての支援体制について協議を行い、登録書
を原則とした支援体制が図れるよう協議をした。
第6期浜松市障がい福祉実施計画において地域生活拠点事業の内容について自立支援協議会での検証および、検討していくことも明記されており
2021年度以降においては自立支援協議会において協議の場を設定していく。
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浜松市障がい者緊急時対応事業利用者登録の課題について
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⑨相談・コーディネート体制の確立に関する
取り組み
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〇24時間365 日の相談体制として障がい者相談支援センター・相談支援事業所（計画相談）と協働して、「緊急時対応事業の登録書」において緊
急時の相談先・支援コーディネート内容を設定して登録書にて共有する体制を構築し、現在15名が登録している。

〇登録者においては夜間・緊急時専用ダイヤルをお伝えし、24時間365 日相談対応ができる体制を構築した。

24時間・365日の相談コーディネート体制について



⑩浜松市障がい者自立支援協議会の運営に
関する取り組み
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浜松市障がい者自立支援協議会への運営協力浜松市障がい者自立支援協議会あり方検討会の設置と検討

あり方検討会設置に向けてむけて実施した「自立支援協議会に関するアンケート」（浜松市）概要

〇平成30年度の各区自立支援連絡会事務局（区社会福祉課含む）、各区連絡会構成員を対象にアンケートを実施。（R30.9 障害福祉課により実施）

（回答数 １６６/ ２８５ 58.2 ％）

【各区事務局の回答より一部抜粋】

・市協議会と区連絡会の連動がない。フィードバックがされない。 ・課題に対して一緒に取り組む姿勢がほしい。

・施策協へつながる体制が必要 ・協議会の本体が必要

・各会議の情報共有ができる仕組みが必要 ・基幹相談支援センターを市協議会事務局にするべき

・協議会で目指すものが不明確 ・区連絡会が協議が出来る体制にない

【各区連絡会構成員の回答より一部抜粋】

・連絡会が報告のみの場になっている ・事業所の困難さを訴える場になっており、区の課題が協議できない

・他区の取り組みが見えない ・地域課題の解決が具体的に見えない

・市と区が連携し、報告だけではなく、課題に具体的に取り組める体制 ・成功事例の積み上げが出来る体制

・市から区、区から事業所へのフィードバックができる体制

浜松市障がい者自立支援協議会への運営協力
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浜松市障がい者自立支援協議会あり方検討会の設置と検討

浜松市障がい者自立支援協議会あり方検討会

〇設置年月：平成30年9月～平成30年12月
〇目的：浜松市障がい者自立支援協議会の課題・体制・運営に関する協議を行い、新体制の提案を行う
〇構成員：学識経験者、基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、障害福祉サービス事業所、医療機関、行政職員（12名）

協議内容キーワード（一部抜粋）
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現：浜松市障がい者自立支援協議会の体制（イメージ）
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げ
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個
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題
化
し
施
策
・
体
制
整
備

中エリア
連絡会

東エリア
連絡会

西南エリア
連絡会

北エリア
連絡会

浜北天竜エリア
連絡会

各エリア障がい者自立支援連絡会

個別に抱える地域の課題の吸い上げ（個別課題）

地域課題化

フィードバック
課題提起

企画会議

事務局会議

【部会】

地域生活
支援部会

相談支援部会

権利擁護部会

子どもWG

計画相談WG

虐待対応WG

当事者部会

施策提言・
報告

フィードバック
課題提起

浜松市障がい者自立支援協議会全体会

市内各組織・団体

浜松市医療的ケア児等支援協議会
（R2～協議会化）

精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム推進連絡会

（R2～協議会化）

浜松市障がい者自立支援協議会

支援の土台となるネットワークづくり（障害分野に限らず、児童・高齢・生活困窮・CSW・住民）

委託相談評価
WG

浜松市障害者施策推進協議会

内容に応じて提言・
フィードバック
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権利擁護部会（虐待対応ワーキング）

〇ワーキングテーマ
虐待対応に関する行政・相談支援事業所等の共通理解の構築

そのための養護者虐待における行政担当者・地域相談支援機関共通の手引書の作成

〇目的
・H24年10月より障害者虐待防止法が施行され、約8年が経過しようとしている。法に基づき対応されてきたが、平成30年度に基幹相談により
実施したアンケート。浜松市における虐待防止施策についての課題検討からも多くの課題の蓄積があることがわかった。

・行政と地域相談支援機関が協同してワーキングを開催し、虐待対応に関する相互の視点を共有し、共通理解を図りながら、課題の整理と対応方
法について検証を行い、新たな虐待対応の体制について検討する。

・今回のワーキングにおいては、養護者虐待における対応についてを検討し、スキームの改変を含む行政、地域相談支援機関共通の手引書の
作成を目指す。

・虐待事案は長期に亘る継続した支援が必要となる場合があるため、人事異動等により担当者が替わった場合でも、各事案への支援が滞らない研
修体制も含めた仕組みの構築を検討する。

〇開催時期
令和２年9月～現在（計4回開催）

〇ワーキングメンバー
浜松市中障がい者相談支援センター藤川 晴海センター長 浜松市西南障がい者相談支援センター後藤翔一朗センター長
浜松市東障がい者相談センター 平野 明臣 相談員 浜松市障がい者基幹相談支援センター山下 由佳 岸 直樹
中区社会福祉課障害福祉第二G 飯塚 康敬G長 南区社会福祉課障害福祉G 内藤 淳 G長
浜松市障害保健福祉課政策調整G 橋本 啓司G長
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現在の取り組み 【養護者虐待対応におけるスキームの検討】

▢H30 年度に議論された課題、提案事項を含め、ワーキンググループメンバーの現在の実務上で感じている課題やあるべきスキームの流れ
や必要な視点等にについて議論している。

אל ṇ ṕ Ṗ Ṍ ḱ Ṍ ポイント

▢ 虐待を未然に防ぐ、権利擁護の視点
虐待のリスク、疑いがあるケースについて
計画相談から委託相談へ相談。
虐待を未然に防ぐための支援を行う。

▢ 通報相談窓口の一本化
区社会福祉課に窓口の一本化

（あくまで相談支援機関について）
身近な窓口での受付によりその後の連携の
取りやすさ、役割の見えやすさにつながる

▢ 保護、やむ措置が必要なケースは本課主導
緊急性が想定されるケースは本課が主導となり
対応。

▢ 委託相談と区社会福祉課との連携、情報共
有の強化
・通報・相談後の情報共有、事実確認の方法

などをスピード感が損なわれない限り、区と
委託相談で検討を行う。

・コア会議にも委託相談がスピード感を損なわ
ない限り参画。支援機関の中核となる機関と
早期の支援の方向性を組み立てる
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今後予定している 養護者虐待対応におけるスキームの検討案

ṇ ṕ Ṗ Ṍ Ṍ

▢「支援の開始」～「虐待対応とし
ての終結」まで官民共同で進捗
管理を行うことで、「いつの間にか
行政のかかわりが終わっている」
「地域の支援機関だけで抱える
形になっている」状態を無くしていく。

▢法の大きな目的でもある養護者支
援の重要な役割を担う家庭訪問等
個別支援事業の運用についても検
討を行っていく。

ṕ Ṗ

R2年度 R3年上半期 R３年下半期 R4年度～

新スキーム（案）
完成

・新スキームの「ハイリスクケースの把握～初動～
支援の実施前まで」の視点・具体的運用上の
ルール、実行するためのツールの作成

・新スキームの「ハイリスクケースの把握～初動～支援の実施前まで」を
実際に運用

・「支援の開始」～「虐待対応としての終結まで」の視点・具
体的運用上のルール、実行するためのツールの作成

・手引書完成運用開始
・新スキーム（全て）運用開始

・家庭訪問等個別支援事業の運用検討
・手引書掲載内容の検討

・家庭訪問等個別支援事業の運用検討
・手引書掲載内容の検討
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相談支援部会（委託相談評価ワーキング）①

Ṇ 2 ךּצּ ṕ Ṗ ệ ḭוֹ
ךּצּ ṇṕ Ṗּצ אל Ḯ

Ṇ צּ ךּצּ ḭ צּ אל כֿ
צּ כֿשּךּ צּ אל Ḯ

Ṇ ṇ ךּצּ ךּףּ פּ
ḭ צּ ךּ Ḯ

Ṇ ṇ ṇ
שּ

Ṇ
ךּצּ ךּףּ ︡ḭ כֿ

ךּ ︡ ︣ Ḯ ḭ ךּ ︡
︡פּ Ḯשּךּ

Ṇ
2 8 Ṍ

Ṇ ṇ ṇ
ṕ ךּצּ ṇṖḭ ṕ ḱ ךּצּ ṇṖḭ
ṕ Ṗḭ ṕ ךּצּ ṇṖḭ ṕ צּ

ךּ ṇṖḭ ṕ Ṗ
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Â צּ ︣ כֿ ḭ
ḭנּ בֿ Ḯשּךּ

Â צּ כֿ 2 כֿ ḭ
Ḯ︣פּ

Â ḭ צּ נּ ךּ טּ ḭ
כֿקּ ︡ קּ לּ ︡ Ḯשּךּ

Â 3 ךּ ḭ ḱ ︡
אל Ḯ

Â נּ
︣ Ḯ

ṕ Ṗ

Â ךּצּ ṇṕ Ṗ טּ ︣ ︣ ḭ
לּ טּצּ פּ קּ ṇ

פֿ Ḯ

Â ︡ כֿ︣ ṇֿפ ︣ קּ צּ קּ לּ
פֿ ︣ Ḯ
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1. נּ ḱ שּ

Â ךּצּ ṇṕ Ṗ ךּ ḭ
￼ אלצּ ךּ Ḯפּ

Â ṇ ￼ḭ ︡ ךּ Ḯפּ
Â 4 ṣ Ṥ ︡ צּ ḭ שּ

צּ קּ ךּ Ḯפּ

2. ḱ

Â ḱ ︡ ךּ Ḯפּ
Â אלצּ ךּ Ḯפּ
Â פּ ṇ שּ אלצּ ךּ Ḯפּ
Â צּ ︡ ךּ︣ ︡ ךּ Ḯפּ

3. ḱ

Â ךּצּ ṇṕ Ṗ ︡ḭ צּ ךּשּ ṇ
︡ נּ צּ אל ךּ Ḯפּ

Â צּ ךּ ךּ ṇ ḭ פּ וֹ
ḭ ︡ וֹ צּ קּ ךּ Ḯפּ

Â ṇ ṇ ךּףּ צּ ￼ḭ ṇ ḱ ︣
ḱ ︡ḭ ︣ קּ ךּ ︡ ךּ Ḯפּ

4. ṇ ṇ
Â צּ ṇ ךּףּ ḭ ṇ ṇ אלצּ ךּ Ḯפּ
Â שּ ︡ תּ אלצּ ךּ

Ḯפּ

5.
Â ︡ ḱ ︣ כֿ ￼ḭ

︡ ḭ ḭ וֹ שּךּ ︡
ךּ Ḯפּ

6. ḱ
Â ︡ וֹ ṇ ṇ ḭ ṇ ṇ לּ ךּ

Ḯ

7. ךּ
Â ךּ Ḯ
Â ︡ ︡ אלצּ ךּ Ḯפּ

8. ṇ ︣ כֿ Â וֹףּ ךּצּ ṇṕ Ṗ Ḯ
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Ṇ ểỊ צּ אל ḭ ṡ ṇ Ṣּצ אל Ḯ ḭ
ỄỆ צּ ︣ ḭ צּ ḭ

︡ צּ Ḯ
Ṇ ךּףּ ḭ Ễ ךּצּ ṕ Ễệ פּ Ễị Ṗ פּ ṡ 27 ︣ ךּצּ

ṇ ṕ ṇ Ṗ ︣ Ṣֿכ ḭבֿ צּ Ḯ
Ṇ צּ פּ ḭ צּ שּ ṇ ︡ḭ צּ שּקּ
כֿ ￼︡ צּ נּ ךּ ךּ ḭ ṇ תּ ︡ ךּ טּצּ

צּ קּ ṡךּ Ṣ ︡ ךּ Ḯ
Ṇ ểỂ אל ךּצּ ṕ Ṗ ךּףּ ḭ ךּצּ ṕ Ṗ

ḭṡ ḱ שּ ךּ ḭ צּ פּ
תḭּ︣שּשּ ṇ צּ קּ ךּ ṇ צּ נּ ךּ Ḯ וֹ צּ ךּ כֿךּ נּ ḭ

ךּצּ ︡ קּ אלḮפּךּ ︣ כֿ קּ
Ṣפּךּ לּךּ צּ אל Ḯ

相談支援部会（計画相談ワーキング）

Ṇ ṇ ṇ
ḱ ḱ שּ ︣

Ṇ
ḱ ỄỆ צּ אל ḭ ṇ צּ אל כֿ ḱ
︣ צּ Ḯּ︡︡פḭ פּ צּ ṇ

תּ ךּ ךּ טּצּ ḱ צּ קּ ṡךּ Ṣ צּ Ḯ
ḱאל ḱ ךּףּ ḭ ṇ ḭ ṇ ṇ צּ

ḭ ṇ צּ ︡ ךּ צּ נּ ףּ ḭ ךּ ḮḮ
ḱֿכ כֿ פּ ḭ ḱ ṇ ḭ ︣ כֿ ḭ

ḭ ḱ שּ ךּ ︡ḭ ︡ Ḯ
Ṇ

Ễ Ệ Ễễ פּ ỉ ỄỂ ṕ Ệ Ṗ
Ṇ ṇ ṇ

ṕ Ṗḭ ṕ ךּצּ ṇ ṇ Ṗḭ
ṕ ךּצּ ṇ Ṗḭ טּ ṕ ךּצּ ṇ Ṗḭ ṕ

ךּצּ ṇ Ṗḭ ṕ Ṗ ệ ḭ ḱ 70



ṥ Ṧ
Ṇ ḭ ḭ ḱ ḭ ︣
ṥ Ṧ
Ṇ ḲễỊ ṕ ểỂỂṾṖḭ ḲịỈ ṕ ịểṾṖ
ṥ ḱ Ṧ
Ṇ Ễ ệ ểỊ ṕ Ṗּפ Ễ Ỉ ệ ṕ Ṗ ṇ ḭ
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１ 通院同行や、年金・手帳交付等の手続きを委託相談に依頼をしたいが、どう依頼すれば良いかわからない。

２ 相談支援専門員が見立てをもって、役割分担のなかで委託相談に支援介入依頼を行うと良いのではないか。

３
障害年金や成年後見制度の申請等、必要書類を揃える手間がかかるが収入に結びつかない。基本相談を丁寧に実施すればするほど、計画相談の契約数を増や
すことができない。

４ 相談支援専門員によって基本相談の考え方にギャップがあるように感じる。結果、利用者や家族・サービス事業所も対応の仕方の違いに混乱が生じるのではないか。

５ 利用希望者の住所地とサービス事業所が同一区域ではない場合が多く、送迎などに問題がありサービス調整に結びつかない。

ὁ ךּ ︢ ךּ כֿ ḱ ךּ כֿ ṕ Ṗὂ

困っていること

１ 事業所から遠方の行政区に住むケースについては、日程調整が難しく、訪問頻度も少なくなってしまう。

２ 計画作成依頼や問い合わせが多々あるが、相談業務の質や一人で対応できる範囲を考えると、受け入れを慎重に成らざるを得ない。

３ 特に児童の場合、家族が障害児通所事業所と既に契約を結んだ段階で計画作成依頼をする場合が多く、必要以上のサービス支給になっていることがある。

４ サービス利用ありきの計画書になっている。自身の相談技法やケース対応の検証をする機会がない

５
３カ月や半年ごとのモニタリングでは利用者の変化をとらえることが難しく、本来であれば訪問頻度を高めていきたいが、１カ月の対応件数の上限もあるため、安易に
増加させることができない。

６
委託相談と計画相談が協働して利用者支援に入るケースが少ないように感じる。サービス利用後も支援の内容を整理し、分担することで、本人を支えやすいチーム
ができると感じる。

あれば良いと思うこと

１ 児童は３月に更新が集中するため、誕生日月に更新月を変えるなど、年間通してバランスよく対応できると良い。

２ サービス事業所の空き状況がわかるデータベースがあると良い。

３ 本人のエンパワメントの観点から導入は限定的としながらも、条件が揃った方についてはセルフプランの導入が必要であると思う。

ὁ פּ ךּ כֿ ḱּט ךּ כֿלּ ṕ Ṗὂ

１ 相談支援事業は単独では採算が合わなく、人材確保が難しい。

２ 相談支援専門員を増員したいが、専門性を養い業務を行うには時間がかかる。

ὁ ︡ ךּ כֿ ṕ Ṗὂ
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⅜™ ꞉כ◐fi◓ ⱳ▬fi♩

１．計画相談・障害児相談事業所と委託相談との連携強化に関する提案

〇計画相談の基本相談支援と委託相談との業務連携を、自立支援協議会エリア連絡会等の場等を活用し協議するのはどうか。
〇委託相談員が、支援介入する際には、計画相談事業所が作成するサービス等利用計画書にその役割を明記し、お互いの役割を明確にしたうえで、本人・家

族への見える化を図ることが重要。

２．障害児サービスの支給決定更新月を誕生日月へ移行に関する提案

〇１８歳未満のサービス支給決定者について、１８歳以上のサービス支給決定者同様に誕生日月更新へ変更する必要がある。

３．計画相談・障害児相談事業所の数、及び相談支援専門員の人数（実人数、常勤換算）の把握に関する提案

〇浜松市は計画相談・障害児相談事業所の数、及び相談支援専門員の人数（実人数、常勤換算）の把握を行い、その数の拡充に係る取り組みを行う必
要がある。

〇本ワーキングで実施した実態調査を一部簡素化し、定期的なデータの蓄積を行い、本報告書での提案内容の効果測定を行うことが必要である。

４．新たな相談機能付き計画（プラン）「（仮称）サポートプラン」の導入に関する提案

〇障がい者（または保護者）のエンパワメントの観点から、セルフプラン（ファミリープラン）に代わる相談機能を有した新たな計画（プラン）「（仮称）サポート
プラン」の導入を提案する。

〇（仮称）サポートプランの導入にあたっては、その条件を明確化し、委託相談等がその作成業務のフォローを行うことで、セルフプランに欠ける「相談機能」を有
した新たな計画として、計画相談・障害児相談事業所の役割を補填することに期待する。

５．障害福祉サービスの利用日数適正化を図るための仕組みづくりに関する提案

〇新規サービス利用希望者は、一部条件を課したうえで委託相談が支援介入し、アセスメントを行うことで、サービス利用日数の適正化を図る仕組みを創設す
るのはどうか。

〇その際には、圏域内の地域性を加味し、把握した地域課題をエリア障がい者自立支援連絡会と協働し、社会資源の開発につなげることに期待する。
〇さらには委託相談がアセスメントを行うことで、本人・保護者の希望を前提としたサポートプラン（提案４）についてもスクリーニングを図ることができる。

６．新規ワーキンググループの創設に関する提案

〇提案４・５についての仕組み化に向けて具体的な議論を行うため、区社会福祉課や障害保健福祉課相談支援担当者の参画をもって新規ワーキンググルー
プの立ち上げを行うこと。

〇仕組みの運用にあたっては、見直し規定を設け、提案内容の効果測定（提案３）を参考に、本部会で協議することが望ましい。
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地域生活部会（こどもワーキング）
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地域生活部会（令和2年度こどもワーキング）
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浜松市障がい児を支援する相談員研修の開催
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重心児・者及び医療的ケア専門部会
（現医療的ケア児等支援協議会）
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浜松市における医療的ケア児等支援体制整備のイメージ図
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浜松市医療的ケア児等支援者養成研修への協力
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⑪地域援助者との連携強化に関する
取り組み
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浜松地区特別支援学校進路担当・計画・委託協議の場の設定
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西遠地区特別支援学校高等部進路の先生と相談支援事業所の意見交換会
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浜松市地域包括ケアシステム推進連絡会の体制と活動内容

◕ ἴ ᵓ

ʾˮ μο βϥΣ ΤΪ„℅˯χὋ
ˢᶈ☼ם ˣ

ʾ ὀ ᵓΤϣχ Ặ Ϭṁτ
ⱲʺẸṳ
ʾ͕ π 

ᾆ ᵓ

ʾӺ ʾᵒῐ ὀτᴥΠʺ ᵲϞ
ᶨ₉ẖ χ χᾆ ᵓχᵫ℗
ʾ ὀ ᵓΤϣχ Ϭṁτʺᾆ
ᵓϬ αο τΰΪο σ
Ϭ

ʾ͍͍ π 

Ặ ᵓ

ʾ ῢχКАЕм˔ϼξΨϤρ
χẶ χ︣ χᾁ ʾ

ʾ ӽ ᶧϾϯϹϱЖУАϼχЮр
ГЗрІ
ʾ ὀ ᵓΤϣχ Ặ Ϭṁτ
ⱲʺẸṳ

ʾ͍͌ π 

ⱧỘ ᵓ

◕π︡Ϥ ϚⱧỘτνΜοʺᾁ
ẉό⌠ỘϬ“Ξ

͖ͥ͘Ϭ ẉό◕ τ
ẉἴ βϥθϛχᾁ ӦԌᵓϬ
ᵫ℗
ʾ͍͕ π 

ʾ ӽ ᶧϾϯЄІГЭχ τΰΪʺ
ᶆ ᵓΤϣχӪᾋʾ Ϟᴿ τν
Μο ΰʺ ὀ ᵓρΰο τ
ᴂαο ᾠϞ Ặ Ϭ“Ξʻ

ʾ ἷχ ӽ ᶧϾϯЄІГЭχ
  τΰΪθᾁ
ʾ͍͏ π 

ӽ ᶧ◦כЈрЌ˔ʺͨͬ͘ʺ
ᶨ₉ẖּיꜛ ʺṐḩσςכ◦
ΥḩϩϥⱧ ⁮ᵓϬᵫ℗

ὀ ᵓ

ФкЅϴϼЕ

ὀ

Ṇ
ḱ שּ לּ ḭ כֿ ỄỂểễ ị
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Ṇ
ḱ Ḳ ḭ ḭ ḭỘỞỢḭ ḭ ḭ ṇ ḭ ṇ ḭ
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浜松市要保護児童対策地域協議会の役割と仕組み
（児童関連の協働）
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権利擁護のための支援

ḱ ṕ Ṗ ךּףּ ︣
ṇ ︡ḭ 30 11 Ḯ ḱ ḱ Ḯ

ḱ ךּצּ וֹףּ ︡ ︡ טּצּ ḭ
ṇ ︡ḭ צּ ḭ צּ

Ḯ
ḱ ṇ ︡ḭ ︣ ףּ

ךּ ḭṡ ṇṢ אל Ḯ
ḱ ︡ ṡ קּ

Ṣ ךּ ︡ Ḯ
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בֿ

ＣＳＷ・高齢者分野との連携強化

Ṇ ễỂ ךּצּ ṇ ḭ Ễ ḭỎỞỢ
︡ḭּף ךּ ︡ ךּ

Ṇ 9 ︡ שּ ︣ ךּצּ ḭỎỞỢḯ ḭ
ṇ ḭ ךּ פֿ

ḭךּ ṇ ︡ṕ Ṗ ḭ Ḯ

≪世帯まるごとの相談支援体制のイメージ図≫
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˔ЂЪיּבֿ
ЕЈрЌ˔

ⱪ

νσΥϤ

Ẹזּ
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⑫地域の体制のづくりに関する取り組み
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自立支援協議会構成員研修の開催
平成３０年度 「浜松市における障がい児者の生活を支える地域体制づくり」

令和元年度 「自立支援協議会を活用した地域生活支援拠点等の整備」

令和２年度 「当事者、支援者がエリア連絡会に期待していることってなんだろう」

︡ ṕ Ṗ ףּ ḭ︡קּ צּ
ṡלּ Ṣṕ צּ ︡ḭ

Ḯ שּ Ṗ ︡ שּ ךּ
פֿ ךּ Ḯשּ ḭ ḭ ṕ תּ

Ṗḭ ṕ ṇ Ṗḭ ṕ
Ṗḭ ṕ ךּצּ ṇ Ṗ פֿ ךּ ḭקּ

80 טּ וֹףּ ṡ ךּצּ Ṣ לּ נּ ḭפּ נּלּ
אל שּ לּ שּךּ ḭפּ ךּ ףּךּ ךּ Ḯשּ

Ễ ḭ לּ ︡ḭ
ṕ ể ךּצּ ṇ Ṗ קּ

Ḯ ḭ ︡ פּ ︡ נּלּ ḭ
ךּ פֿ ךּ ךּ Ḯ

ךּצּ ṡ Ṣṕ
ṇ ￼ḭ ︣ ︡ḭ ṇ

︣ Ṗ לּךּ נּ ḭ ︡ ךּ Ḯ
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Ṇ טּ ṇ ḭ פּ וֹ ךּצּ ḱ ḭ
לּ Ḯ

Ӣ ᾆ Г˔Ы ᾆ

ṡ ṇ Ṣ
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לּ ḱ Ḯ
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Ṗ צּ ︣ ṇ ṇ

︡ Ḯ
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ḭ
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Ḯ
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︡ ךּצּ טּ ḭ
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ṇ ךּ Ḯ

ṡ טּקּ Ṣ נּ ḭ שּףּ כֿקּ ḱ Ḯ
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MSWḭ ḭCSW Ḯ

ḭ ṇ
ṇ ṇ ךּ Ḯ

ךּצּ ︡
ḭ צּ

ךּ לּ ︣
ךּ ḭ

NPO E-JAN וֹףּ ṇ
ṇ
ךּ Ḯ

ךּצּ ṇ ︡ḭ Ḯלּ
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Ṇ Ṅ ḱ ṇ ṇ ︡ Ḯ ḱ Ḯלּ
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